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第 1 章 活動指針策定にあたって 

 

１ 目的 

  ｢川越市保健師活動指針｣は､本市の保健師※が保健活動を展開していく際

に､活動の方向性(めざす姿)や保健師としての役割を認識できる道標となる

ことを目的として策定しました｡ 

 

※ 保健師 

保健､医療､福祉､介護などの分野で､乳幼児から高齢者までのすべての市民を対象に､健康

教育や保健指導､個別の健康相談等､市民が健康で質の高い生活を送ることを支援するため

の保健活動を実施する公衆衛生看護の専門職です｡ 

地域保健関連施策の企画､立案､実施及び評価や総合的な健康政策へ関わっているほか､最

近では､これらの活動に加えて､持続可能でかつ地域特性をいかした健康なまちづくりや災

害対策などにおいても役割が求められています｡ 

保健師助産師看護師法において､｢保健師とは､厚生労働大臣の免許を受けて､保健師の名

称を用いて､保健指導に従事することを業とする者｣とし､｢保健師になろうとする者は､保健

師国家試験及び看護師国家試験に合格し､厚生労働大臣の免許を受けなければならない｣と

定められています｡ 

 

２ 策定の背景 

  地域における保健師の保健活動は､地域保健法(1947(昭和 22)年法律第 101

号)及び同法第 4条第 1項の規定に基づく｢地域保健対策の推進に関する基本

的な指針｣(1994(平成 6)年厚生省告示第 374 号)（資料編添付資料に掲載）に

より実施され､保健師は地域保健対策の主要な担い手として重要な役割を果

たしてきました｡ 

   近年､保健師の配置が福祉や介護､子育て分野等に拡がり､保健活動の捉え

方･考え方が多様化する傾向にあり､本市の保健活動における基本的な方向性

について再確認が必要となっています｡ 

   これまでの保健師の保健活動は､地域保健関連施策の企画･立案･実施･評価

や市民に対する直接的なサービス提供､総合調整といったものが主流でした

が､地域特性を活かした健康なまちづくりのほか､被災地派遣や新型コロナウ

イルス感染症への対応など､災害対策や健康危機管理にも積極的に関わり推

進していくことが期待されています｡ 

   本市では､2024(令和 6)年 4月に保健師を統括する役割を担う､統括保健師※

が配置され､保健師の連携や情報共有を深める取組を実施しています｡こうし

て､全保健師が部署横断的な活動に取り組める体制が動き出したことを踏ま
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え､共通した保健活動の方向性を認識し､多職種との連携を図りながら､市民

の健康の保持･増進に取り組むことを目指すため､活動指針を策定しました｡ 

   なお､本指針は､2024（令和 6）年 8月に全保健師（育児休業取得者等を除

く）を対象とした「保健活動に関するアンケート調査」（以下、「保健活動ア

ンケート調査」という。）を実施し､課題及び意見等を集約した上で策定した

ものです｡ 

  

※ 統括保健師 

国の告示や通知において､統括保健師や統括的役割について以下のとおり定められていま

す｡ 

1｢地域保健対策の推進に関する基本的な指針｣ 

(最終改正:2024(令和 6)年 3 月 29 日厚生労働省告示第 161 号) 

･地域の健康危機管理体制を確保するため､保健所に保健所長を補佐する統括保健師等の

総合的なマネジメントを担う保健師を配置すること｡ 

･健康危機への対応を含む地域保健対策の推進においては､統括保健師等が連携して組織

横断的なマネジメント体制の充実を図ること｡ 

2｢地域における保健師の保健活動について｣ 

(2013(平成 25)年 4 月 19 日付け健発 0419 第 1 号) 

･保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し､技術的及び専門的側面から指導

する役割を担う部署を保健衛生部門等に明確に位置付け､保健師を配置するよう努める

こと｡ 

･保健師の保健活動の総合調整等を担う部署に配置された保健師は､住民の健康の保持増

進を図るための様々な活動等を効果的に推進するため､保健師の保健活動を組織横断的

に総合調整及び推進し､人材育成や技術面での指導及び調整を行うなど統括的な役割を

担うこと｡ 

 

３ 活動指針の活用と見直し 

（１）活動指針の位置づけ 

本指針は､保健活動の道標として活用するものですが､市の計画等の方

向性や､流れを踏まえた保健活動の展開が重要なことから､各種関連計画

と整合性を図ります｡ 

  川越市の保健師は、本市のまちづくりの指針である「第四次川越市総

合計画」の基本構想に掲げられた「福祉・保健・医療」分野の方向性で

ある「住み慣れた地域で、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮ら

せるまち」を基本理念として位置づけ、実現を目指し活動します。 
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【図 川越市保健師活動指針の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）活動指針の活用 

｢住み慣れた地域で､一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮せるま 

ち｣を目指した保健活動が実践できる保健師を目指し､日々の活動におい

て､保健師自身が共通理念を念頭に置きながら保健活動を展開するために

本指針を活用します｡ 

① 本市保健師の保健活動の基本的な方向性を示し､現任教育の機会等を活

用し､保健師間で認識の統一を図ります｡ 

② 配属先の業務について､市全体の保健活動の中での位置づけと方向性を

理解し､共通する目標に向かって継続して取り組みます｡ 

等・川越市地域防災計画

・川越市自殺対策計画

・すこやかプラン・川越

　（川越市高齢者保健福祉計画・川越市介護保険事業計画）

・川越市子ども・子育て支援事業計画

・川越市障害者支援計画

（川越市障害者計画・川越市障害福祉計画・川越市障害児福祉計画）

・川越市保健医療計画

・川越市保健所健康危機対処計画（感染症対応マニュアル）

川越市人財育成基本方針

川越市保健師活動指針

川越市保健師現任教育マニュアル

・健康かわごえ推進プラン

　（健康日本21川越市計画・川越市食育推進計画・川越市歯科口腔保健計画）

・川越市国民健康保険保健事業等実施計画（データヘルス計画）

住み慣れた地域で、一人ひとりが健康で

いきいきと安心して暮らせるまち

国

地域における保健師の保健活動に関する指針

市保健・医療・福祉等関連計画

「福祉・保健・医療」分野の方向性

第4次川越市総合計画

将来都市像 地域保健法　等

人がつながり　魅力があふれ

誰もが住み続けたいまち　川越

保健師の保健活動に関連する法律

川越市

整合
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③ 国の施策･制度の新設･変更への対応や健康課題に対応する際に､指針と

照らし合わせ､保健活動の方向性を考える上での参考にします｡ 

④ 保健師以外の職種に本指針を広く周知し､庁内外の関係部署･機関や住民

組織等と方向性を共有する等､連携や協働を促進します｡ 

⑤ 災害対策の推進など､部署横断的な保健活動の連携及び協働を実践しま

す｡ 

 

（３）保健活動の評価及び活動指針の見直し 

  ①保健活動の評価 

･｢川越市保健師現任教育｣の中で､様式｢保健師自己評価表｣を用いた自己

評価･他者評価にて活動の評価を行います｡ 

･毎年度､指針に基づく活動状況の取組を振り返り､活動のあり方を見直

します｡ 

･全保健師に対して定期的なアンケート調査を実施する等､保健師の意見

を聴取し､活動指針の効果を検証します｡ 

②活動指針の見直し 

   ･国の動向や関連施策との調和と整合性を図るほか､アンケート調査等に

よる保健師の意見を踏まえ､必要に応じて活動指針の見直しを行いま

す｡ 
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第２章 川越市の現状と課題 

 

１ 川越市の概況 

本市は､東京都心への通勤圏にあり､ベッドタウンとして集合住宅の建設や

大規模な住宅団地の造成が継続しており､自然の面影を残しつつ都市化が進ん

でいます｡ 

 人口構造では､微増傾向であったものが､少子高齢化が進み､人口減少局面に

向かうとともに人口構造の変化が見込まれています｡少子化対策及び高齢化対

策は重要課題となっています｡ 

 本市は 2003(平成 15)年 4 月 1 日に埼玉県で初の中核市となり､川越市保健所

を設置し､保健予防､食品衛生､環境衛生､健康づくり等の保健サービスを一体

的に行うようになりました｡ 

 

２ 川越市における地域保健上の課題 

（１）健康づくりの推進 

①生活習慣と健康状態の改善 

市民一人ひとりがよりよい生活習慣と健康状態を維持できるように､健 

康増進に向けた取組を積極的に進める必要があります｡ 

市民の健康増進を推進するには､栄養･食生活､身体活動･運動､休養･睡眠､

飲酒､喫煙及び歯･口腔の健康に関する生活習慣の改善（リスクファクターの

低減）と定着が必要です｡ 

また､2008（平成 20）年度からは､脳血管疾患､心臓病､腎不全等の生活習慣

病の原因となるメタボリックシンドロームを対象にした特定健康診査･特定

保健指導が保険者に義務付けられていますが､本市国民健康保険の 2023（令

和 5）年度の特定健康診査の受診率は 44.2％、特定保健指導実施率は 12.3％

であり、国の目標値（60％）と乖離があることも課題の一つです（特定健康

診査データ「法定報告」より）。 

 

②生活習慣病の早期発見と重症化予防 

生活習慣病の発症予防や重症化予防等の対策は､市民の健康寿命の延伸を

図る上で重要な課題です｡ 

全国を 100 とした標準化死亡比では､心疾患や脳血管疾患の割合が高く､

疾病分類別医療費では､｢慢性腎臓病(透析有)｣､｢糖尿病｣｢高血圧症｣が上位

を占めています(KDB(国保データベース)システムより)｡ 

近年増加傾向にある糖尿病は､重大な合併症を引き起こす恐れがあり､特

に人工透析に移行すると､一人あたりの年間医療費は 500 万円とも言われ
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ており､発症予防に加えて人工透析に移行させないための重症化予防の取

組も重要です｡ 

 

   ③精神保健・難病対策等 

社会環境や生活環境の変化､多様化等により個人の精神的ストレスが増

大し､さまざまな心の健康問題が生じています｡2023(令和 5)年度に実施し

た｢川越市民の健康についてのアンケート調査結果報告書｣によると､睡眠

により疲れが取れていない人の割合が増加しており､心身の不調につなが

る可能性があります｡メンタル面の不調は生活に支障を来す可能性がある

ため､こころの健康を維持し､不調を予防することが重要です｡ 

また､難病の患者等､疾病による生活上の不安が大きい市民が､質の高い

療養生活を送り､住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう､関

係機関と連携を図りながら支援する必要があります｡ 

 

④母子保健対策 

近年､子育て世帯の核家族化や地域のつながりの希薄化など､妊産婦が孤

立や不安を感じやすい環境となっていることから､母子保健分野でのきめ

細やかな対応は､今後ますます重要となってくるものと考えられます｡また､

全国的に児童虐待の相談対応件数が増加する中で､本市においても､同様の

傾向があります｡児童虐待防止対策に当たっては､関係機関の連携強化を図

り､児童虐待の発生予防､早期発見､早期対応を進めていくとともに､養育に

関する不安の軽減や保護者の成長を支える取組が必要です｡ 

さらに､思春期は心身の変化が大きく､健康に関する重大な時期といえる

ことから､正しい知識の普及､相談体制の充実等､保健対策が必要です｡ 

 

⑤高齢者保健福祉対策 

本市の総人口は､減少局面に入っている一方､65 歳以上の人口は増加が

続く見込みです｡ 

 今後は､ひとり暮らし高齢者世帯や医療･介護の複合的ニーズを有する慢

性疾患等の高齢者､認知症の人や認知機能が低下した高齢者の増加が見込

まれます｡高齢者の自立した生活の維持と健康寿命の延伸を図るためには､

生活習慣病等の重症化を予防する取組と､生活機能の低下を防止する取組

(介護予防)が重要になります｡そのためには､地域で生きがいを持って暮

らすことができるよう､介護予防を目的としたグループ活動などの地区組

織活動の拡大や､参加継続への支援が必要となっていきます｡ 
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（２）健康危機管理 

① 自然災害等対策 

災害時における健康支援活動は､迅速･安全･的確に行うことが必要です｡

また､災害が長期化した場合は､生活環境の変化等による公衆衛生的側面か

ら継続した支援活動も必要となります｡ 

 

② 新興・再興感染症対策 

2020(令和2)年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応において

は､保健師が積極的疫学調査､療養支援､保健指導等､感染拡大防止のための

膨大な業務を担い､保健所内外から多数の動員を余儀なくされました｡ 

感染症への対応は､その疾病の特徴や感染状況に応じた体制を確保して

行う必要があり､保健所は､国内外で新たな感染症等が発生した際には､情

報の把握に努め､有事体制への切り替えに備えておく必要があります｡ 
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第３章 川越市の保健活動の基本的な方向性と活動 

 

１ 保健師の継承すべき能力 

  2006（平成 18）年度に実施された地域保健総合推進事業「保健師の 2007年

問題に関する検討会」報告書では、保健師の継承すべき能力を、「みる」「つな

ぐ」「動かす」という言葉で説明しています。 

  保健師は専門職としての着眼点と判断力で「みる」という行動をとりつつ、

個人や組織を「つなげ」て、市民が主体的に地域を変化させる（「動かす」）こ

とを意図して支援し、その成果を判断し、次の取組につなげます。 

  個別支援を通して集団の健康課題を捉え、市民や関係機関の力を引き出し、

地域社会としての組織的な問題解決へと発展させていく能力は、保健師固有

の能力であり、今後も継承されることが重要です。 

   

２ 保健活動における基本的な考え 

  地域保健対策では、地域保健法に基づく「地域保健対策の推進に関する基本

的な指針」（資料編添付資料に掲載）（以下、「基本指針」という。）が改正され

てきました。2022（令和４）年の改正では、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大を受け、保健所等の健康危機管理への組織体制強化の重要性を踏まえ、保

健、医療、介護、福祉のネットワークの推進、科学的な根拠に基づいた地域保

健対策、ソーシャルキャピタルの活用による市民との協働による地域保健基

盤の構築などが強調されています。 

  また、「地域における保健師の保健活動について」（2013（平成 25）年 4 月

19 日付健発 0149 第１号）（資料編添付資料に掲載）では、別紙「地域におけ

る保健師の保健活動に関する指針」（以下、「保健活動指針」という。）におい

て、保健部門に限らず、保健部門以外の保健師にも共通する基本的方向性 10

項目※が示されています。 

  これら「基本指針」や「保健活動指針」を踏まえ、その専門性を発揮した活

動が、保健師には期待されています。 

 

※【保健師の保健活動の基本的な方向性 10項目】 

（１）地域診断に基づく PDCAサイクルの実施 

（２）個別課題から地域課題への視点及び活動の展開 

（３）予防的介入の重視 

（４）地区活動に立脚した活動の強化 

（５）地区担当制の推進 

（６）地域特性に応じた健康なまちづくりの推進 
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（７）部署横断的な保健活動の連携及び協働 

（８）地域のケアシステムの構築 

（９）各種保健医療福祉計画の策定及び実施 

（10）人材育成 

 

３ 川越市における基本的な方向性と活動 

  保健師の役割は、変化する社会状況に応じて複雑化・深刻化する健康課題を、

市民とともに解決することです。市民が抱える健康課題や生活課題は複雑・多

様化しています。高齢者やこどもの虐待事案、生活困窮者の健康課題、外国人

への健康支援などの個別支援、障害者（児）への理解の促進や災害時に備えた

平常時からの自助力を高めるための啓発、がん検診や特定健康診査等の受診

率向上による効果的な生活習慣病予防及び重症化予防の推進、こどもの頃か

らの健康な生活習慣の獲得による健全育成など、さまざまな分野・場面におい

て保健師の取り組むべき課題は多岐にわたります。 

活動においては、市民や関係機関と協働し、それぞれの役割や機能の特徴、

活動の目的を共有し、基本理念「住み慣れた地域で、一人ひとりが健康でいき

いきと安心して暮らせるまち」（「第四次川越市総合計画」福祉・保健・医療分

野の方向性）を実現する仕組みづくりに努めます。 

  保健師は、いずれの部署に配属されても基本理念と基本的な方向性（P10）

に基づく保健活動を実践し、市民一人ひとりの QOL（Quality of life：生活

の質）の向上を目指します。 

  なお、「保健活動アンケート調査」結果を踏まえ、3 項目を強化する取組と

しています（「第５章 保健師の保健活動を推進するために」参照）｡ 

 

 

【川越市保健師の保健活動における基本理念】 

 「住み慣れた地域で、一人ひとりが 

   健康でいきいきと安心して暮らせるまち」 
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【川越市における保健活動の基本的な方向性】 

 

（１）地域診断に基づく PDCAサイクルの実施 ＜強化する取組＞ 

    

 

 

 

 ＜現状と課題＞ 

〇健康増進分野においては、KDB（国保データベース）システムのデータや地

区活動をもとに本市の健康課題を分析し、PDCA サイクルを意識して事業を

展開しています。 

〇各部署で業務を通じた健康状態や生活環境の実態把握に努め、事業ごとに

PDCAサイクルを実施しています。 

〇収集した情報を部署横断的に共有する機会や協働する機会に乏しく、地域診

断の実務経験の不足につながっています。 

 

 ＜活動事例＞ 

 〇地区診断シートの作成（健康増進分野） 

活動を通じて、把握した地域の実態を元に、課題を分析し、地区診断シート

を作成するとともに、分析した健康課題を事業計画に反映しています。 

 〇高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（高齢者保健福祉分野） 

  KDB（国保データベース）システムから抽出した健診・医療・介護等のデー

タをもとに健康課題を分析し、重症化予防事業等を実施しています。事業実

施後はアンケートを実施し、事業評価や次年度の事業に活用しています。 

 

＜今後の方向性＞ 

〇地域の実情に応じて効果的な保健活動を実施するため、各種統計データや調

査結果等について、部署横断的に収集・分析を行い、その結果が各部署で活

用できるよう共有化に努めます。 

〇収集・分析した健康指標のほか、日頃の訪問指導（家庭訪問）・健康相談・

健康診査・健康教育や地区組織活動などで得た市民の声を反映した地域診断

を行い、地域診断を通して把握した市民の健康課題等の緊急性や優先度を判

断します。 

地区活動、保健サービスの提供、調査研究、資料の分析などによる地

域の実態把握から、健康課題の明確化、施策の展開、評価という PDCA

（plan-do-check-act）サイクルにより活動を行います。 
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 〇複合・複雑化する健康課題等に効果的・効率的に対応するため、部署横断的

に協働できる体制を整備するほか、データ等の分析に基づく課題の精査及

び活動計画を具体化します。 

 〇計画に基づく具体的な活動は、各方向性を踏まえ実践します。 

 〇市の関連施策との整合性を図りながら、保健事業の見直しや、新規事業の企

画・提案を行い、評価可能な目標や指標を設定します。 

 

 

（２）個別課題から地域課題への視点及び活動の展開 ＜強化する取組＞ 

 

 

 

 

 

 

 

図解ヘルスプロモーション（島内憲夫 1987）を改変 

 

※「ヘルスプロモーション（health promotion）」 

  「人々が自らの健康をコントロールし、改善ができるようにするプロセス」と定義される。 

 
【ヘルスプロモーション活動の概念図】 

ヘルスプロモーション活動 

ヘルス 

サービスの 

方向転換 

個人技術 

の開発 

地域活動 

の強化 

健康を 

支援する 

環境づくり 

健康的な 

公共政策 

づくり 

「健康的な公共施策を確立する」 

個々の市民への支援にとどまらず、地域に共通する課題を見出します。

また、その解決に向け、ヘルスプロモーションの理念（ヘルスプロモー

ションの概念図）に基づき、市民や組織をつなぎ、自助及び共助など市

民の主体的な行動を促進します。 
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  「健康に必要な資源が公平に分配され、コミュニティを巻き込んだヘルスケアをすべての

人々が利用できるようにするための健康教育と社会構築が必要であるとする考え方」を

基調とし、WHO のオタワ憲章（1986 年）で提唱された。 

 

＜現状と課題＞ 

〇課題を個別支援からグループ支援に発展させる等、セルフヘルプ機能や共助

の力を引き出すことにつなげています。 

〇個別支援から地域課題を捉える視点の不足や、地域の傾向を捉えても、課題

解決に向けた活動には至っていない現状もあります。 

 

＜活動事例＞ 

〇ひきこもり親の会（精神保健福祉分野） 

ひきこもり相談から親の会に参加した市民が、共通の仲間を増やすことで、

社会的孤立の解消や、問題解決のきっかけになっています。 

〇長期療養児等育児支援事業（母子保健分野） 

 個別支援を通じて共通した課題を持つ親子を対象に、グループ支援を実施し、

育児不安の軽減や育児機能の修復を図っています。 

〇特定健康診査（健康増進分野） 

 KDB（国保データベース）システムから地区別の状況を抽出し、地区の傾向

を示しています。受診率の低い地域に直接アプローチするほか、地区担当保

健師、保健推進員、社会福祉協議会生活支援コーディネーター等に情報提供

を行い、地区での受診勧奨等の啓発や活動に活かしています。 

〇認知症支援（高齢者保健福祉分野） 

 委託先である地域包括支援センターの個別事例や自立支援型地域ケア会議

から、地域課題への活動展開を行っています。特に認知症の支援については、

地域特性もあり、保健師も一緒に検討し、活動に伴走しています。 

 

＜今後の方向性＞ 

〇個々の市民の健康課題等の把握と対応にとどまらず、そこを起点に地域へと

視点を広げ共通する健康課題等はないか、地域を総合的に捉えるよう活動し

ます。 

〇地域には潜在化しているニーズがあることを念頭に地区活動を行い、健康課

題の顕在化と支援につなげます。 

〇地域の強みを生かすため市民や組織同士をつなぎ、健康課題の解決に向けて

自助及び共助など市民の主体的な行動を促進できるように支援します。 
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（３）予防的介入の重視  

 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

〇予防的介入の視点を持ち、潜在的な健康課題を予見し支援を展開しています。 

〇関係機関と連携し、市民に必要な普及啓発や早期介入を実施しています。 

〇普及啓発は健康無関心層に届きにくいことから、関係部署等と連携して取組

む体制づくりが必要です。 

 

＜活動事例＞ 

〇感染症予防研修会等（感染症分野） 

 福祉施設、教育関連施設、医療機関に対象を分け、それぞれの課題に沿った

内容の研修会を実施しているほか、市立の中学校や高等学校に講師を派遣し、

性感染症予防出前講座を実施しています。 

〇妊娠届出時面談、乳児家庭全戸訪問、乳幼児健康診査（母子保健分野） 

 予防的視点を持って各事業を実施し、支援を要する対象を早期に把握し、個

別支援を展開しています。 

〇生活習慣病予防啓発事業（健康増進分野） 

 生活習慣病予防講演会の開催、チラシやポスター等による啓発の他、節目年

齢の市民への個別通知、民間企業との連携、新しい媒体での啓発（ラジオ、

動画）を実施しています。 

 生活習慣の改善や疾病の発症予防、重症化予防を念頭に置き、特定保健指導

等、予防的保健行動につながる事業の実施に努めています。 

〇認知症初期集中支援（高齢者保健福祉分野） 

 認知症が疑われる人または認知症の人やその介護者に対し、初期の段階から

専門職によるチーム（認知症初期集中支援チーム）が関わり、早期診断・早

期対応の促進を図っています。 

〇職員の安全及び健康対策（職域保健活動分野） 

 事業場安全衛生委員会等を通して、意識啓発や研修を実施しているほか、安

全衛生通信の発行による全庁的な意識啓発、保健師や心理士の相談対応によ

るメンタルヘルス対策を実施しています。 

 

疾病の発症及び重症化予防に努めるとともに、孤独死や虐待等、深刻

な事態となって顕在化する前の段階から、潜在的な健康課題を予見し、

情報の提供や早期介入を行います。 
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＜今後の方向性＞ 

〇保健活動の中で、あらゆる年代や健康レベルの人々、また、属する世帯に対

して、“健康”をキーワードとした予防的介入を積極的に行います。 

〇活動の展開にあたっては、支援が必要な個人やその属する世帯、また地域住

民や関係者に積極的に働きかけ、抱える課題やその背景への気づきを促し、

自らが解決に向けた行動がとれるよう支援します。 

〇健康課題を認識していない市民等に対し、気づきや動機付けを促せるよう情

報周知を図ります。そのためにも、効果的な周知方法の検討や資料の作成、

ICTの活用などの技術向上に努めます。 

〇必要な情報を広く、重層的かつ多角的に周知するために、他部署や関係機関、

市民などと健康課題を共有する機会を設け、課題解決に向けて同じ方向性を

持ちながら協働できるよう努めます。 

〇取り組んでいる予防活動が一次予防、二次予防、三次予防のどの視点に立ち

行われているのか、また、どのライフステージにいる人を対象にしているの

かを意識するとともに、対象に対しての予防的介入が分断されないよう活動

計画の作成や他部署・他関係機関との協働を進めます。 

〇虐待などに関連する潜在的な健康課題を予見して、市民に対し必要な情報の

提供や早期介入を行います。 

 

 

（４）地区活動に立脚した活動の強化 

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

〇健康課題をデータ等から把握し対策を強化しています。 

〇訪問指導（家庭訪問）や健康教育等、地域に出向いて健康課題を把握し、活

動を強化するとの視点を持つことが重要です。 

〇分野を超えた地域に関する情報の共有や、人事異動等により地区担当者が変

わっても継続した活動ができる仕組みが必要です。 

 

＜活動事例＞ 

〇要指導者への訪問指導（母子保健分野） 

訪問指導（家庭訪問）、健康相談、健康教育、地区組織の育成など業務を

通じて地域に出向き、市民の生活の実態や健康課題を把握します。また、活

動を通じてソーシャルキャピタルの醸成や市民との協働に努め、市民の自

助、共助を支援し、健康づくりを推進します。 
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 訪問指導の必要な家庭に個別に訪問し、健康不安や育児不安の解消を図る支

援を行っています。また、その際には、家族全体の健康状態や家族機能につ

いてもアセスメントし、共通する課題の把握に努めています。 

〇介護予防普及啓発事業（健康増進分野、高齢者保健福祉分野） 

 事業（かわごえ体力測定会）を通して、地域の核となるような人や地域のた

めに活躍していきたいという意思のある人を発見し、地域包括支援センター

等につなぎ、ソーシャルキャピタルの醸成を図っています。 

〇認知症サポーター養成講座（高齢者保健福祉分野） 

 認知症について正しい知識を持ち、地域全体で認知症の人やその家族を応援

する「認知症サポーター」を広く養成し、認知症になっても安心して生活で

きるまちづくりを目指しています。 

 

＜今後の方向性＞ 

〇出前講座や相談業務、訪問指導（家庭訪問）や地区組織の育成等さまざまな

業務を通じて積極的に担当地区に出向き、市民の生活の実態や健康課題の背

景にある要因を把握します。 

〇地域診断や地区活動で把握した情報を活用し、市民に健康課題の解決を働き

かけるなど、自助・共助の力を引き出す活動に取り組みます。 

〇地域全体の健康水準を高めるため、保健、医療、福祉関係部署のほか、市民

活動や社会教育関連等の部署、他機関との課題の共有や連携を図りながら

“健康”をキーワードに地域のネットワークづくりを行い、市民主体の健康

づくり活動を後押しします。 

 

 

（５）地区担当制の推進 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

〇本市では健康増進分野に地区担当保健師を配置し、地区の特性に応じた活動

を行っていますが、保健活動全体では業務分担制により、各分野の担当課が

細分化されています。 

〇個別支援で地区担当制を敷いている分野では、個別の健康課題の把握と解決

を重視しています。 

市民・家族・地域の健康課題を把握し、包括的に支援を行い、担当する地

区に責任を持ちます。 
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〇一人の地区担当保健師が全世代を対象とした分野横断的な活動を行うので

はなく、各分野で把握した地域の特性を分野横断的に共有し、活動に反映す

る仕組みや体制づくりが必要です。 

 

＜活動事例＞ 

〇小江戸健康講座（健康増進分野） 

 市民からの依頼による健康教育を実施しています。また、その機会に関係課

の情報も併せて提供するなど、周知啓発に努めています。 

〇地域での保健事業（健康増進分野） 

 自治会や地域で活動する保健推進員と共催での事業実施や、地域のイベント

に参加する等、市民の声を聴き、活動しています。 

 

＜今後の方向性＞ 

〇保健師の保健活動は、所属する部署により「地区担当制」と「業務分担制」

または両者の併用など形態は多様です。それぞれの長所と短所を理解し、各

部署に有用な形態を選択しながら活動します。 

〇地区担当制では、個別の健康課題の重視に加え、受け持ち地区の健康課題を

分析し、その解決に向けて保健活動を展開します。 

〇人事異動などが生じた場合であっても、地区活動が途切れたり弱体化しない

ように市民や関係機関等との協働のあり方や、健康課題とその目標などの見

える化を行い活動の継続を図ります。 

〇地区担当制では、地区が抱える多種多様な課題に取り組みますが、保健師だ

けですべてに対応することも、それらを網羅する知識を持つことも不可能で

す。専門知識や技術の蓄積に加え、庁内外のキーパーソン等についても情報

収集を行い、支援体制を整えます。 

〇業務担当制の部署における保健活動は、市全域において効果的・効率的かつ

平等に市民が支援を受けられるよう事業の展開に努めます。業務に従事する

中では、常に制度の狭間（公的な保健・福祉サービスでは対象とならない保

健・福祉ニーズや生活課題が生じている状態）に陥る人がいる可能性を疑い、

必要に応じ関係機関につなぐとともに、その把握と原因を検討し、施策や計

画につなげられるよう提案します。 

 

注）2023（令和 5）年度地域保健対策・保健師活動ワーキンググループ報告書（厚生労働省）

では、地区担当制について、「今後、人口規模 5,000人未満の自治体が全体の 1/4 を占める

ことが予想される中、世帯を丸ごと把握できる地区担当制が効率的な手法となる。一方で大

規模自治体においては、別の手法が効率的な手法となる。画一的な手法ではなく、自治体の
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規模別等によってとりうる地域保健対策の実現策を示していくことが求められる。」とされ

ていることから、国の動向を注視し、本市に適した地区担当制の在り方を継続的に検討する

必要があります。 

 

 

（６）地域特性に応じた健康なまちづくりの推進 ＜強化する取組＞ 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

〇業務から捉えた地域特性に応じて活動を実施していますが、他分野の課題に

も配慮した活動が必要です。 

〇分散配置では地域特性をすべて把握することは困難なため、共有する場が必

要です。 

〇保健師配属課以外の関係課（環境部や都市計画部、教育委員会部局）との連

携や、学校や企業等関係機関との協働を進める必要があります。 

 

＜活動事例＞ 

〇地域で行われる会議への参加（健康増進分野） 

 地域に携わる自治会、学校、PTA、老人クラブ、民生児童委員、NPO法人、企

業などが話し合い、住みよい地域づくりを市と協働して推進する場である、

地域会議等地域で行われる会議に地区担当保健師として参加し、取組や事業

を紹介するとともに、地区の情報を収集し、活動に生かしています。 

〇高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（高齢者保健福祉分野） 

 医療費分析等から後期高齢者の傾向を把握し、関係機関と情報共有等連携を

図り、健康寿命の延伸や介護予防を目的とした事業を実施しています。 

 

＜今後の方向性＞ 

〇地区活動や業務を通じて把握した健康課題に着目し、市民の健康を阻害する

要因について庁内外の関係者と話し合い、それぞれが取り組める方策や解決

策を検討します。 

〇ソーシャルキャピタルの醸成や関係機関との連携のために、地域で開催され

ている会議等に積極的に参加し、「地域診断の結果」や「健康情報」の提供

を行うとともに、課題解決の方策を市民や関係機関、関係部署と検討するな

ど、健康なまちづくりを考える機会を持つよう努めます。 

 

ソーシャルキャピタルの醸成や関係機関との連携により健康なまちづくり

を推進します。 
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（７）部署横断的な保健活動の連携及び協働  

 

 

 

＜現状と課題＞ 

〇必要に応じ庁内関係部署や、関係機関と連携し、保健活動を行っています。 

〇事業の根拠法令等が異なるため、同じ分野でも認識の共有が難しくなってい

ます。 

〇現任教育の場を活用して、他部署の保健師と情報共有が行われています。 

〇保健師配属部署に限らず、関係部署との連携、協働が必要です。 

 

＜活動事例＞ 

〇関係部署や関係機関と連携・協働した啓発事業（健康増進分野） 

 関係部署で連携しリーフレットの作成、配布を実施しているほか、健（検）

診の啓発、生活習慣病予防講演会等にあたり、庁内関係課が連携して保健事

業を検討する場として「ときも健康プロジェクト」を設置する等、関係部署、

関係機関と協働し、事業を実施しています。 

〇合同ケース会議の開催（児童福祉分野、母子保健分野） 

 個別支援上の課題だけでなく、児童福祉分野及び母子保健分野に係る課題を

共有し、連携、協働につなげています。 

〇児童発達支援センターの相談支援（一般相談）（児童福祉分野） 

対面により子どもの心身の発達や障害に関する総合的な相談を行い、多職種

が部署横断的な支援を行っています。 

 

＜今後の方向性＞ 

〇所属部署により日頃の保健活動の対象となる世代や対象に違いは生じます

が、常に庁内各部署での保健活動の状況を捉え、市民への健康支援に分断が

生じないように部署横断的な連携を図ります。 

〇市の健康課題の解決に向け、保健師にとどまらず他職種との連携・協働を図

ります。そのために、それぞれの職種が持つ機能・役割等に係る情報収集を

行い、また、担ってほしい役割を整理し明確に伝えるようにします。 

〇統括保健師や管理職保健師を中心に、それぞれの部署での保健活動を通して

把握した健康課題等を集約し、定期的、または緊急時は適宜、情報共有の機

保健師にとどまらず、他職種、関係機関、市民と連携し、必要に応じて

部署、分野を超えて課題を共有し、課題の解決に取り組みます。 
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会や場を設け関係者とともに方策を検討するなど、解決に向けて協力できる

体制づくりを行います。 

 

 

（８）地域づくりのための多職種連携、ネットワークづくり、システム化 

      （地域のケアシステムの構築） 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

〇地域包括ケアシステムの構築、推進を図っており、保健師は、保健・医療・

福祉・介護等の各種サービスの総合的な調整を行っています。 

〇関係機関との十分な連携により活動する必要があります。 

〇制度の狭間（公的な保健・福祉サービスでは対象とならない保健・福祉ニー

ズや生活課題が生じている状態）にある市民に対し、地域コミュニティを育

成し支え合う等の支援が必要です。 

 

＜活動事例＞ 

〇地域難病従事者研修会（難病分野） 

研修会を年 1回開催し、難病従事者の連携強化及び地域ケアシステムの構築

を図っています。 

〇地域ケア会議（高齢者保健福祉分野） 

 他職種の協働のもと、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを支援し、

地域住民も含め地域で高齢者を支えるネットワークを構築しています。 

 

＜今後の方向性＞ 

〇地域に興味と関心を持ち、市民や関係者の声を収集し、客観的データ等と併

せて評価、見える化して他職種、他機関と共有します。 

〇関係者との共同作業等を通じて、相手の考えや専門性などを相互理解し、役

割の拡大や協働のきっかけとします。 

〇市民や関係機関等の活動を恒常的なものとする必要がある場合は、システム

化し、普遍的な地域の仕組みとすることを目指します。 

 

 

 

市民に関わる多くの機関や職種、団体等と地域が目指す姿を共有し、ネ

ットワークづくりやシステム化を通じて連携を強化します。 
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（９）各種保健医療福祉計画に基づいた保健活動の実施 

 

 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

〇保健師が在籍する所属が所管する各種保健医療福祉計画について、策定・進

捗管理・評価に大きく関わっている他、庁内会議の委員や事業所管課として

意見を述べる機会があります。 

〇計画の多さから、業務に関係する計画や計画間の関連性、評価方法等がわか

りにくくなっています。 

〇計画と保健活動の関連性等を、すべての保健師が認識して活動できるような

体制づくりが課題となっています。 

 

＜今後の方向性＞ 

〇地区活動を通して市民の思いや生活実態を捉え、課題解決に向けた取組を計

画や施策に反映できるよう努めます。 

〇地域診断で収集・分析されたデータを活用し、各計画の進捗管理や評価に努

めます。 

〇県・国の通知や条例、法制度の改正等に注意を払い、常に新しい情報を把握

します。 

〇各計画に基づいて保健活動の見直しや新規事業の立案・計画を行います。 

〇各部署での業務に関係のある計画について熟知するよう努め、計画に基づく

業務の必要性と、業務の遂行が計画の推進につながることを常に意識し活動

します。 

 

 

（10）人材育成  

 

 

 

＜現状と課題＞ 

〇「川越市保健師現任教育実施要領」及び「川越市保健師現任教育マニュアル」

に基づき、現任教育を実施しています。 

〇業務に関連する職場外研修や自己啓発に努めています。 

主体的に自己啓発に努め、最新の知識及び技術を習得するとともに、連携、

調整や行政運営に関する能力及び人材育成に関する能力を習得します。 

保健師は、訪問指導（家庭訪問）や健康相談など日々の地域での活動に

より、地域の実態を把握していることから、政策形成に関わり、各分野の

保健医療福祉計画のみならず、保健・医療・福祉に関連した計画策定に積

極的に参画します。 
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〇本市の保健師は、経験年数の浅い保健師の割合が高く（10 年未満が 30 人

（43％））、また教育課程や職務経験などの個人経歴も様々であるため、継続

的に人材育成を行う必要があります。 

〇分散配置により、若手が若手を育てる構図になる部署があるので、保健師全

体でカバーする必要があります。 

〇キャリアパス※の作成等、計画的なジョブローテーションに向け取り組む必

要があります。 

 

※ キャリアパス 

 保健師が成長するために必要な業務経験やジョブローテーションルート 

 

＜今後の方向性＞ 

〇川越市における保健活動の基本的な方向性に基づいて、適切に活動するため

に、主体的に自己啓発に努め、専門知識及び技術の習得に努めます。 

〇行政職員として事業等の運営・管理に関する能力の向上や部署横断的な活動

につながる調整力の向上に努めます。 

〇各保健師の能力を把握し、専門職としての資質向上や適正配置に資するため、

段階的な研修計画やキャリアラダー※、キャリアパスなど、人材育成の仕組

みの構築に努めます。 

〇経験年数や職務経験を考慮した適切な人事配置の参考資料とするため、能 

力の成長過程を段階別に整理した評価表を活用するなど、個別性に着目した

人材育成を推進していきます。 

 

※ キャリアラダー 

 業務遂行において保健師にどのような能力が必要かを精査し、キャリアレベル別に示し

たもの 
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第四次川越市総合計画 将来都市像 

人がつながり、魅力があふれ、誰もが住み続けたいまち 川越 

川越市保健師の保健活動における基本理念 

    住み慣れた地域で、一人ひとりが健康でいきいきと安心して暮らせるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《めざす職員像》 

「誇りを持ち 川越市の未来を想い 市民とともに歩む職員」 

・川越市への誇りと愛着、職務に対する誇りと責任を持ちます。 

・川越市の将来に想いをめぐらせ、困難な課題にも挑戦します。 

     ・市民との協働と市民目線を大切にし、市民からの信頼を得て行動します。 

（川越市人財育成基本方針 めざす職員像より抜粋） 

めざす保健活動 

＜川越市保健師の保健活動のイメージ図＞ 

地域を「みる」「つなぐ」「うごかす」

みる（アセスメント）

対象・地域・資源を見る・観る・看る・視る

つなぐ（マネジメント）

人と情報と組織をつなげて課題の解決に向かう

動かす（ソーシャルキャピタル）

目標の達成に向けて、地域住民、関係組織と

共に活動し、地域の課題解決力を高める

地域診断に基づくPDCAサイクルの実施

個別課題から地域課題への視点及び活動の展開

地区活動に立脚した活動の強化

予防的介入の重視

地区担当制の推進

地域特性に応じた健康なまちづくりの推進

部署横断的な保健活動の連携及び協働

地域づくりのための多職種連携、

ネットワークづくり、システム化

各種保健医療福祉計画の策定及び実施

人材育成

強化する取組３

強化する取組２

強化する取組１



27 
 

第４章 各分野における課題と解決に向けた取組 

 

 「第３章 川越市の保健活動の基本的な方向性と活動」を踏まえ、市民等の健

康の保持・増進及び生活の安心を確保するために、各部署が横断的に連携・協力

しながら課題解決に向けて取り組みます。 

 特に、対応力や体制確保が喫緊の課題である「自然災害等」及び「新興・再興

感染症」への取組（健康危機管理分野）と、市民の健康増進や、保健福祉施策の

推進において重要である保健師の資質向上を図る「人材育成（現任教育）」の 3

項目については、全保健師が共通して取り組むべき課題とします。 

 

１ 共通課題への取組 

（１）自然災害等（健康危機管理分野） 

  近年、日本各地で地震が多発していることもあり、東京湾北部地震や南海ト

ラフ地震が危惧され、発災すれば本市にも被害をもたらすことが想定されま

す。また、地震だけでなく集中豪雨や台風による風水害も頻発しています。 

  災害時における市民の健康危機を乗り切るために、保健師は、早期から避難

所や在宅での健康被害の発生予防・重症化予防に努め、市民の心身の健康や生

活を守る役割を担い、また、直接的支援のみならず、関係機関と協働するため

の調整役を果たすことが求められます。 

 

＜現状と課題＞ 

・本市では、1995（平成 7）年 1月の阪神・淡路大震災以降、被災地支援活動を

行ってきました（表「本市の過去の被災地支援活動」）。この経験を生かすこと

を念頭に「大規模災害時における保健師活動マニュアル」を作成しました。 

・地震や風水害の規模や被災状況、また復旧状況に応じて保健活動や支援内容、

職員体制も変わることから、保健衛生部門の保健師だけでなく、すべての保健

師が災害支援に関する知識や技術を身につける必要があります。 

・関係者とともに「大規模災害時における保健師活動マニュアル」等を理解し、

様々なフェーズを想定した研修や対応訓練を定期的に行う必要があります。 

・災害対応を想定し、平常時から活動を通して地域資源情報の収集と蓄積に努

め、他の部署の保健師とも情報を共有する仕組みが求められています。 

・災害に強い地域を作るために、平常時の保健活動の中でも防災や減災、また、

被災時の避難行動や健康支援を地域の関係者と考えていく必要があります。 

・大規模災害時等における医療支援や公衆衛生活動に関し、医師会や広域調整を

行う埼玉県等との連絡・調整方法を明確にするとともに、応援派遣職員の受け

入れ（受援）について検討する必要があります。 
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【本市の過去の被災地支援活動】 

 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・震災や風水害等の自然災害等の健康危機発生時の保健活動について保健師全

員が学び、初動体制構築等に向けて関係各課、関係機関と部署横断的な体制に

ついて検討します。 

・「大規模災害時における保健師活動マニュアル」等の適宜更新を行うほか、定

期的に研修や訓練を行い、危機管理意識の向上を図り、災害発生時に迅速に対

応できる体制を整備します。 

・各部署において支援の必要性が高い要配慮者等の状況や必要な社会資源の情

報を平常時から把握・更新し、保健師間でも市内各地区の情報を共有しておく

など、災害時に迅速に使用可能な状態にします。 

・平常時から災害時を意識し、地域の中で顔が見える関係づくりや地域特性を踏

まえた保健活動を行う中で、市民に対して自らの身を守るために必要な健康

管理等の知識や情報提供について、関係部署と協力し取り組みます。 

・健康危機発生時の医療・保健活動が機能するよう、危機管理担当課、医師会や

その他の関係機関、埼玉県等と情報共有し連携します。 

 

被災地支援活動 発災日 派遣期間
１班あたり
活動期間

班体制　延人数
(下段は1班あたり

 の人数)
活動内容

1 阪神・淡路大震災 1995（平成7）年1月17日
1月下旬

～2月中旬
6泊7日

全3班 延12人
保健師3、看護師1

・避難所での健康相談

2 新潟中越地震 2004（平成16）年10月23日
10月30日

～11月16日
5泊6日

(実働4日)
全4班　延8人
保健師2

・避難所での健康相談室(24H体制)開設
・避難所巡回健康相談

3 新潟中越沖地震 2007（平成19年）7月16日
7月24日
～8月3日

4泊5日
(実働4日)

全3班　延12人
保健師2、一般行政職2

・臨宅による健康調査

4
東日本大震災
（第１次）

3月22日
～4月19日

4泊5日
(実働3日)

全7班　延28人
保健師2、一般行政職2

・避難所、臨宅による健康調査

5
東日本大震災
（第２次）

5月24日
～6月9日

4泊5日
(実働3日)

全5班　延20人
保健師2、一般行政職2

・臨宅による健康調査

6
東日本大震災
（第３次）

7月1日
～7月27日

6泊7日
(実働5日)

全5班　延20人
保健師2、一般行政職2

・避難所、臨宅による健康調査

1月19日
～1月24日

5泊6日
(実働4日)

第1班　延4人
保健師2、一般行政職2

・臨宅による健康調査

2024（令和6）年1月1日
1月26日

～1月31日
5泊6日

(実働4日)
第2班　延4人
保健師2、一般行政職2

・避難所、臨宅による健康調査

1月29日
～2月3日

5泊6日
(実働4日)

第3班　延4人
保健師2、一般行政職2

・避難所、臨宅による健康調査

7 能登半島地震

2011（平成23）年3月11日
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（２）新興・再興感染症（健康危機管理分野） 

  2020（令和 2）年 1月に新型コロナウイルス感染症の感染者が日本において

確認されてから、3年以上にわたり感染症対応が続きました。今般の新型コロ

ナウイルス感染症への対応を踏まえ、次の感染症危機に備え、感染の初期段階

から、より迅速に、より効果的に対策を講じる必要があります。 

  保健師には、保健活動を通じて地域の医療福祉等関係機関との連携体制や

健康危機管理体制の整備を進める等、平時の地域保健対策の推進に加え、健康

危機発生時の迅速な対応のために、庁内関係者や関係機関等との協働体制を

構築することが求められています。 

 

＜現状と課題＞ 

・新興・再興感染症等の発生及びまん延時に迅速に対応できる人員・組織体制等

を整備し、市民の生命及び健康を守ることを目的として「川越市保健所健康危

機対処計画（感染症対応マニュアル）」（以下、「健康危機対処計画」という）

を 2024（令和 6）年 3月に策定しました。 

・「健康危機対処計画」の着実な実施や、広域的な感染症のまん延に備えた人材

の確保と資質の向上を図る必要があります。 

・2024（令和 6）年度から、保健所に保健所長を補佐する統括保健師を配置し、

健康危機管理体制の確保等、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整およ

び推進する体制になりました。 

・コロナ禍では、生活習慣病等の重症化リスクの有無が、市民にとって不安要素

の一つとなり、保健所業務を圧迫する一因ともなりました。次の健康危機発生

を見据え、予防的介入を重視し、自らが生活習慣病予防や健康づくりを意識し

た健康行動をとることができるよう、市民に働きかける必要があります。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・健康危機発生時は、地域全体の健康課題を明確化し、保健活動の優先度を判断、

評価する必要があります。そのため、保健予防課を中心に統括保健師の協力の

もと、組織横断的な調整や交渉を行い、保健活動を推進します。 

・有事に「健康危機対処計画」が機能するよう、平時から連携・協働する部門や

職種等との連携体制を構築しておく必要がある他、有事を想定した実践型訓

練など人材育成の強化にも取り組みます。 

・新興・再興感染症等の発生に備えた体制整備のため、平時から保健予防課を中

心に統括保健師の協力のもと、組織横断的な総合調整および推進を図り、関係

機関と連携・協働した保健活動に努めます。 

・感染症対策に取り組む保健師や、生活習慣病予防や健康づくり事業に取り組む
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保健師をはじめとし、すべての保健師が、健康危機における保健活動に対し、

相互の役割認識を深め、平時から体制の構築に向けて取り組むことができる

よう、保健予防課を中心に統括保健師の協力のもと、会議体等を活用した情報

共有や体制構築に努めます。 

 

 

（３）人材育成（現任教育）  

本市では、2011（平成 23）年に定めた「川越市保健師現任教育実施要領」に

基づき、組織的に人材育成を行っています。 

また、「川越市保健師現任教育マニュアル」を作成し、保健師相互の人材育

成に係る意識を高め、現任教育を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
川越市保健師現任教育マニュアル「３ 私たちのめざす川越市保健師像」より引用 
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す 

住民のもてるチカラを引き出せ

るような支援をします 

潜在的な問題や予測される課題を

見いだしアセスメントし、解決

に結びつけます 

 

住民とともに。 

地域とともに。 
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 ※以下、第３章 川越市の保健活動の基本的な方向性と活動の再掲 

 

 

 

＜現状と課題＞ 

〇「川越市保健師現任教育実施要領」及び「川越市保健師現任教育マニュアル」

に基づき、現任教育を実施しています。 

〇業務に関連する職場外研修や自己啓発に努めています。 

〇本市の保健師は、経験年数の浅い保健師の割合が高く（10 年未満が 30 人

（43％））、また教育課程や職務経験などの個人経歴も様々であるため、継続

的に人材育成を行う必要があります。 

〇分散配置により、若手が若手を育てる構図になる部署があるので、保健師全

体でカバーする必要があります。 

〇キャリアパス※の作成等、計画的なジョブローテーションに向け取り組む必

要があります。 

 

※ キャリアパス 

 保健師が成長するために必要な業務経験やジョブローテーションルート 

 

＜今後の方向性＞ 

〇川越市における保健活動の基本的な方向性に基づいて、適切に活動するため

に、主体的に自己啓発に努め、専門知識及び技術の習得に努めます。 

〇行政職員として事業等の運営・管理に関する能力の向上や部署横断的な活動

につながる調整力の向上に努めます。 

〇各保健師の能力を把握し、専門職としての資質向上や適正配置に資するため、

段階的な研修計画やキャリアラダー※、キャリアパスなど、人材育成の仕組

みの構築に努めます。 

〇経験年数や職務経験を考慮した適切な人事配置の参考資料とするため、能 

力の成長過程を段階別に整理した評価表を活用するなど、個別性に着目した

人材育成を推進していきます。 

 

※ キャリアラダー 

 業務遂行において保健師にどのような能力が必要かを精査し、キャリアレベル別に示し

たもの 

 

 

主体的に自己啓発に努め、最新の知識及び技術を習得するとともに、連携、

調整や行政運営に関する能力及び人材育成に関する能力を習得します。 
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２ 部署別課題への取組 

（１）総務部 

  （職員課） 

  労働安全衛生法等に基づき、安全衛生管理体制の整備、各種健康診断の実施、

過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策、病気休暇等を取得す

る職員の復職支援、ハラスメント対策等を実施しています。 

 

＜現状と課題＞ 

・健康診断未受診者が一定数おり、受診者においても再検査報告書の提出率が低

い状況です。職員が健康管理の重要性を理解し、セルフケアにつなげるための

意識づけが重要です。 

・長時間にわたる過重労働は、脳・心臓疾患の発症ひいては過労死を招く可能性

があるため、健康管理対策を適切に実施する必要があります。 

・メンタル疾患により 30日以上の病気休暇等を取得する職員の数が増加傾向に

あり、その病気休暇等の期間も長期化する傾向にあります。また、繰り返し病

気休暇等を取得する事例もあり、病気休暇等を取得する職員の周囲の職員に

とって業務の負担が大きい状況です。所属長が職員の不調の兆しを早期に捉

え、メンタル疾患の発症を未然に防ぐための取組が必要です。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・健康診断結果の活用や、その結果に係る早期対応に関する情報発信を積極的に

行います。 

・長時間労働に伴う健康障害について、研修等を通した情報提供や教育を行いま

す。また過重労働の対象職員に対しては、産業医による面接指導を適切に実施

します。 

・メンタルヘルス対策として、臨床心理士や保健師等による相談窓口を積極的に

情報提供します。また所属長がストレスチェック制度を理解し、職場環境等の

把握と改善への重要性を認識し、ラインケアを適切に行える体制づくりを行

います。 

・30 日以上の病気休暇等を取得する職員の復職支援について、「いきいきワー

ク・サポート（病気休暇等取得者の職場復帰支援実施要領）」を見直し、再度

不調になることなく安定した職務が遂行できるよう、復職支援を行います。 
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（２）福祉部  

  （地域包括ケア推進課（福祉相談センター） 介護保険課） 

 ２０４０年を見据え、地域包括ケアシステムをより一層推進することが重 

要です。そのため、行政だけではなく、地域包括支援センターをはじめとす

る関係機関や多職種との連携を強化し、地域住民の協力を得ながら地域づく

りに取り組むとともに、介護予防・日常生活支援総合事業や認知症施策、在

宅医療・介護連携などの地域支援事業を実施しています。 

また、介護給付費適正化を図るため、本人主体のケアマネジメントの推進、 

ケアプラン点検等を実施しています。さらに、要介護認定の認定調査及び調

査員の質の維持、向上を図るため、研修会を開催し、提出された認定調査票

について精査しています。 

 

＜現状と課題＞ 

・高齢者を取り巻く問題は多様化し、家族等が抱える問題は複合化・複雑化する

中、課題の解決に向けて保健師のみならず、多職種との連携が必要不可欠にな

ります。そのため高齢者を支援する関係者や関係機関同士の顔が見える関係

づくりを継続する必要があります。 

・健康課題の解決に向けては、関係者等が同じ方向を向いて活動し、必要に応じ

て部門や部署を越えて課題等を共有し、ともに検討することが必要になりま

す。そのため、高齢者分野のみでなく、分野を超えた横断的な連携を進める必

要があります。 

・市民が生涯を通じて健康で、幸せな生活を送ることができるよう、危機的な状

態を避けるための知識、技術、資源等の情報を提供し、早期に介入するなど、

予防的視点で介入する必要があります。 

・高齢化の進展により要支援・要介護認定者数は増加傾向にあります。また、介

護給付費等も伸びており、介護保険事業の安定的運営と制度の維持に向けて、

介護保険制度の意義や仕組み、介護予防等の取組に関する正しい理解の普及、

介護給付の適正化など、データ等根拠に基づく効果的な取組を行っていく必

要があります。 

・介護保険制度の適正利用を推進するとともに、本人の思いを尊重し、本人主体

のケアマネジメントを推進していく必要があります。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・多職種連携のコーディネーター役として、今後も事業や会議の場を活用し、顔

が見える関係づくりを推進します。 

・専門分化した各課の業務と相互に連携し、課題解決に向けて多方面から活動し
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ていきます。 

・認定調査票の全件点検やケアプランの点検等を実施し、要介護認定の適正化を

図ります。 

・関係者とともに、介護サービス以外の多様な取組を連動させながら、介護サー

ビスの受給者の自立（自律）につながる支援が行えるよう、自立（自律）に向

けた支援に対する共通の視点を養い、持続可能なサポート体制の提供を推進

します。 

 

 

（３）こども未来部 

 （こども家庭課 母子保健課 療育支援課（児童発達支援センター）） 

2022（令和 4）年に児童福祉法が改正されたことに伴い、全ての妊産婦、子

育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を

行う機関として、2024（令和 6）年 4月に川越市こども家庭センターを設置し

ました。こども家庭センターは母子保健課及びこども家庭課をもって組織され、

母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、虐待への予防的な対応から、

子育てに困難を抱える家庭まで、ポピュレーションアプローチとハイリスクア

プローチを両輪として、切れ目なく支援しています。 

また、児童発達支援センターは、地域の障害児支援の中核的役割を担い、児

童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談、一般相談等を実施しています。 

 

＜現状と課題＞ 

・核家族化が進み、地域の繋がりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱える妊

婦、子育て世帯も少なくありません。全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・

子育てできる更なる環境整備、社会資源の開発等が必要です。 

・全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は増加傾向にあり、年齢が低

いほど虐待のリスクが高くなっています。早期発見・早期対応を行うために、

市民への意識啓発活動や児童福祉と母子保健、保育所・幼稚園等との連携・支

援体制づくりに努める必要があります。また、要保護児童対策地域協議会など

のネットワーク機能の強化、各種サービスの充実等を図る必要があります。 

・妊婦面談や乳幼児健康診査等は、育児不安や発育発達の遅れだけでなく、児童

虐待等の早期発見の機会であり、その意義は大きくなってきています。 

・母子保健・児童福祉の連携・協働を図るため、双方の担当課で合同ケース会議

を開催し、情報共有や支援の検討を行い、相互理解を深めています。 

・妊娠・出産年齢の高齢化を背景に、不妊に関する悩みや、医学的・社会的ハイ

リスクの妊産婦が増加しています。これらのことから、成育基本方針や公衆衛

生の観点も含め、次世代を生み育てる世代が生涯を通じて健康であることを

目指し、命の大切さや健康の大切さを学ぶ機会、妊娠・出産・子育てに関する

正確な情報を的確に提供する必要があります。 
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・多様な価値観、ライフスタイルや社会環境の変化の中、多問題で支援の困難さ

を感じる事案は増えており、保健師のアセスメント力や対人支援能力が必要

です。 

・こどもの発育発達の相談における、就学前のこどもと保護者への支援につい

て、教育センター、保育所、幼稚園など関係機関との連携や協働できる支援体

制の構築が必要です。 

・在宅で医療的ケアを必要とするこどもが増加するとともにその実態は多様化

しており、医療的ケア児及びその家族が個々の状況等に応じた適切な支援を

受けるため、必要に応じて保健師が関与することも求められています。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・妊娠期から、産前産後、出産、子育て、不妊や不育等に関する不安や悩みにつ

いて、地域で気軽に相談でき、支援を受けることができる体制の構築、関係機

関と連携した切れ目のない支援の充実に努めます。 

・各種相談や児童虐待対応等の個別支援を実施する中で、専門職としての視点を

持ち、関係機関との円滑な連携・協働を通して、ネットワークを深めます。ま

た、支援の実施を通じて地域の課題を把握し、解決に向け検討を行います。 

・児童虐待を未然に防ぐ地域づくりを進めていくために、関係機関と連携し、児

童虐待に関する啓発や防止対策に継続して取り組みます。 

・妊婦や乳幼児が適切な時期に必要な面談、健康診査等を受けられるように受診

勧奨等を徹底します。 

・男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うように促

すプレコンセプションケアを推進します。 

・妊産婦や乳幼児、その家族と重層的、継続的関係を築き、相談ニーズに対して

的確に対応できるよう人材育成の取組を強化します。 

・児童発達支援、医療的ケア児支援において、こどもの健康の保持増進及び安全、

安心な環境を確保することができるように、多職種、関係部署、関係機関と連

携を図りながら支援していきます。 

 

 

（４）保健医療部 

 （国民健康保険課 高齢・障害医療課 保健総務課 保健予防課  

  健康管理課 健康づくり支援課） 

健康施策として、生活習慣病対策である特定健康診査、がん検診、特定保健

指導のほか健康に関する意識啓発等を実施しています。 

また、生活習慣病予防及び重症化予防としての保健事業を、地域組織、関係

各課、関係機関等と連携し実施しているほか、高齢者を対象にフレイル予防事

業や介護予防事業を実施しています。 

疾病対策として、精神保健対策、感染症対策、難病対策の各種事業を実施し
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ています。 

 

＜現状と課題＞ 

・若いうちからの健康づくりの習慣は、年齢を重ねた後の生活習慣病の予防、 

医療費の適正化に結び付くことから、市民の一生を線で捉え、健康に関心の薄

い者（健康無関心層）や職域を含めた幅広い対象に向けたアプローチが必要で

あり、健康づくりに取り組む各課の連携や協働での取組、生活習慣病対策を充

実させることが必要です。 

・悪性新生物（がん）は、本市の死因第 1位であり、医療費も増加しています。

また、高齢者医療費の増加、慢性腎臓病の患者数、有病率及び医療費の増加も

見られます。健康づくりへの取組や健診受診率の増加による早期発見や保健

指導の実施等、生活習慣病予防・重症化予防の取組を行うことが今後一層重要

となります。 

・高齢化率の増加と後期高齢者医療被保険者割合の増加に伴う医療費の増加へ

の対応、健診受診率・特定保健指導実施率向上に向けた取組が必要です。 

・複雑・多様化する精神保健福祉相談、抱える課題が様々であるひきこもり支 

援において、関係機関が連携して包括的に支援を実施する体制を構築すること

が必要です。 

・誰もが追い込まれることのない社会の実現を目指し、自殺者を減らすための相

談窓口の周知やゲートキーパーの養成、精神保健に関する知識の普及・啓発に

より、精神保健への偏見を取り除いていくことが重要です。 

・高齢者や外国籍の結核患者の割合の増加、その他感染症予防も含めた周知や 

啓発、新興・再興感染症等の侵入や感染拡大に備える必要があります。 

・ＡＬＳ患者等の在宅療養者に対し、訪問等による療養生活上の多岐にわたる相 

談対応、支援、また患者家族会の実施による地域での交流の機会を設けていま 

す。今後、大規模災害等の不測の事態に備え、関係部署との連携による災害弱

者である難病患者等の生活を守る体制づくりが必要です。 

 

＜解決に向けた取組＞ 

・各種情報やデータから健康課題を明確にし、その解決策や受診率向上につなが

る効果的な受診勧奨について、関係各課や関係機関とも共有、連携を図りなが

ら検討していきます。既存の保健事業等の担当課、関係機関との連携を図り、

切れ目のない支援を行います。 

・PTAや企業と協力した働き世代への働きかけ、地区組織や関係機関等との連

携や協力による地域の強みを生かした事業の展開、健康に関心の薄い者を含

む幅広い対象に向けたアプローチ等、健康かわごえ推進プラン、国民健康保

険保健事業等実施計画（データヘルス計画）に基づいた生活習慣病対策事業

の展開をしていきます。 

・高齢化の進展に伴い増加する高齢者が、自立した状態で長く生活できるよ

う、福祉部門と連携し、フレイル予防・介護予防の取組を推進します。 

・精神保健福祉相談の多様化に対応するため、職員等支援者の相談技術の向上、
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ひきこもりや自殺対策に係る相談支援の充実や相談機関の周知・啓発、家族会

や公開講座の開催、庁内外の関係機関との連携による取組の推進を図ってい

きます。 

・結核やその他感染症の予防、早期発見・早期治療を促すための知識の普及と適

切な健診実施の啓発、医療機関への働きかけ、外国人対応としてのコミュニケ

ーション手段の幅を広げる取組を行います。 

・健康危機対処計画に基づき、新興・再興感染症等の発生時における関係機関、

関係部署との連携、体制整備の確立等を図っていきます。 

・難病や小児慢性特定疾病の理解を深めてもらうための周知・啓発、個々の病状

やニーズに合わせた支援、関係機関との連携による適切な情報提供や体制整

備を進めていきます。 
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第５章 保健師活動を推進するために 

 

１ 強化する取組 

  ここまで「第３章 本市の保健活動の基本的な方向性と活動」「第４章 各分

野における課題と解決に向けた取組」について、整理しました。 

  分散配置された保健師がそれぞれ活動するのではなく、本指針を活用し同

じ方向性を持った「保健師」という集団として連動した取組を推進し、集団と

しての発展につなげ、組織内での保健師活動に関する理解を深めていきます。 

  また、活動に当たり、保健師一人ひとりが、効率的・効果的な地域保健活動

を実施するために、「強化する取組」を明確にすることとします。 

本市では「保健活動アンケート調査」（資料編に抜粋版を掲載）で、基本的

な方向性 10項目（P10）のうち取り組めていると思う項目及び強化が必要だと

感じる項目について、調査を行いました。 

 

図 10項目のうち取り組めていると思う項目及び強化が必要だと感じる項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2024（令和 6）年 8 月「保健活動に関するアンケート調査」調査結果より） 
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この調査の結果、本市において強化が必要だと感じる項目のうち、上位３

項目は取り組めているとの回答も多数であったことから、それらを除いた上

位３項目を、強化する取組とします。 

 

  強化する取組１）地域診断に基づく PDCAサイクルの実施 

  強化する取組２）個別課題から地域課題への視点及び活動の展開 

  強化する取組３）地域特性に応じた健康なまちづくりの推進 

  

  2018（平成 30）年度に実施された地域保健総合推進事業「地方公共団体に

おける効率的・効果的な保健活動の展開及び計画的な保健師の育成・確保につ

いて」総合報告書（以下「総合報告書」という。）においては、保健活動や公

衆衛生事業をより効率的・効果的に実施するため、市区町村全保健師の留意点

として、以下の大項目がまとめられています。 

 

  ① 地域の健康課題を把握する 

  ② 所属行政組織で解決すべき健康課題の優先順位を決める 

  ③ 取り上げた健康課題について、住民や所属行政組織内での合意形成を

図り、事業化を推進する 

  ④ 効果的な事業実施に向けた取組を行う 

  ⑤ 多角的な視点で評価を行い、継続する必要性や計画の見直し等、今後の

展開を検討する 

 

  また、この総合報告書には、中項目、小項目、そして PDCAサイクルや地区

特性に合わせた活動の展開の具体例等が示されていることから、強化する取

組の参考として活用します。 

  本市は中核市であり、市民の身近な健康問題に取り組む市町村保健師の保

健サービスと、専門的な健康問題に取り組む都道府県保健所保健師の保健サ

ービス両者を実施しています。そのため、保健師は多様な部門に配属されてい

ますが、各部門が保健活動の方向性を共有し、保健師活動指針を念頭に保健福

祉事業を展開することで、市町村及び都道府県保健所の保健師の役割を合わ

せた保健師活動の推進につなげ、市民の健康の保持・増進を図ります。 
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２ 推進のための取組 

（１）活動指針の浸透 

  活動指針を踏まえた活動展開をするためには、本指針を保健師に浸透 さ

せることが重要です。保健師をメンバーとした会議体や現任教育の機会を活

用し、浸透を図ります。 

 

（２）保健活動の評価 

  ※以下、第 1 章指針策定にあたって ３活動指針の活用と見直し 

   （３）保健活動の評価及び活動指針の見直し①保健活動の評価 の再掲 

  ・「川越市保健師現任教育」の中で、様式「保健師自己評価表」を用いた自

己評価・他者評価にて活動の評価を行います。 

  ・毎年度、指針に基づく活動状況の取組を振り返り、活動のあり方を見直し

ます。 

 

（３）活動指針の見直しの時期や方法 

   活動指針は、保健師が地域の健康課題に関わる際の方向性を明確化した

ものですが、人口構造や社会環境の変化に伴う実情の変化に応じて、内容を

精査し見直す必要があります。そのため、年度ごとに内容を精査し、見直し

の時期や方法について検討します。 

 

 

３ 統括保健師  

  統括保健師については、「地域における保健師の保健活動について」（2013

（平成 25）年 4月 19 日付健発 0149第 1号）に初めて明記され、「地域保健対

策の推進に関する基本的な指針」（最終改正 2024（令和 6）年 3 月 29 日厚生

労働省告示第 161号）においても、地域の健康危機管理体制を確保するため、

保健所に保健所長を補佐する統括保健師等の総合的なマネジメントを担う保

健師を配置すること、とされています。 

  本市においても 2024（令和 6）年 4月から保健所に統括保健師を配置し、保

健所組織規則にて統括保健師の職制を「上司の命を受け、保健師の保健活動に

関する事務を統括する」と規定しています。本市の統括保健師は、課長等のラ

イン職ではなく、参事でありスタッフ機能として置かれ、専門的な助言者とし

て組織横断的な役割を果たすイメージです。 

  統括保健師配置後、本市では保健師の保健活動の組織横断的な調整及び推

進を図ることを目的とした会議体を設置し、全庁における保健師活動への積

極的な協力や、保健師の連携強化、資質向上及び円滑な事業の推進について、
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協議、検討しています。また、各部から統括保健師を補佐する保健師を選任し、

統括保健師補佐会議を活用した保健活動の現状や課題の共有等、統括保健師

の実務的な補佐を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「保健活動アンケート調査」（資料編に抜粋版を掲載）において、統括保健

師に期待される役割について調査を行った結果は以下のとおりでした。 

 

図 統括保健師に期待される役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2024（令和 6）年 8 月「保健活動に関するアンケート調査」調査結果より） 

 

会長 保健医療部長 部会長 リーダー

副会長 保健所長 副部会長 構成員

会員 保健所副所長、保健総務課長 部会員 内容

統括保健師 内容 事業に関する情報交換と連携

保健師が所属する課の長 課題の理解と共有、対策

内容 地区における保健師活動

企画立案及び業務改善　　　等保健師保健活動に関する協議　等

川越市保健師保健活動推進に係る会議体（イメージ図）

①保健師保健活動推進会議

等

保健師の資質の向上

管理職保健師 部会から指示された事項

②保健師保健活動推進部会 ③保健活動検討チーム

統括保健師 統括保健師

統括保健師を補佐する保健師 保健師等
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  統括保健師に最も期待される役割は、「組織横断的な総合調整・推進」であ

り、前述（P36）の強化が必要な項目においても、「部署横断的な保健活動の連

携・協働」を回答した保健師が最も多いことから、本市保健師は、円滑な業務

運営に保健活動についての情報共有や組織横断的な業務遂行が必要だと認識

していると言えます。保健活動やデータを共有する場を増やし、相互理解を進

める取組が必要です。 

  次に期待される役割である「保健活動の方向性の検討」については、本指針

の策定により一定程度示すことができると考えますが、中・長期的な視点での

保健活動等、継続した推進のための取組が必要です。 

  また、共通課題である自然災害等発生時の連絡・調整への期待もあり、災害

時の統括保健師の役割の明確化や、発災に備えた体制整備も課題であると言

えます。 

 

総合報告書では、統括保健師の留意点の大項目は以下のとおりであり、中項

目、小項目と併せて、統括保健師としての役割と活動についての確認等に活用

します。 

 

  ① 円滑な保健活動を推進するために統括的な管理・調整をする 

  ② 人材育成の課題を明確化し、課題を踏まえて人材育成を推進する 

  ③ 統括保健師の位置づけと役割が実施できる体制整備に自ら取り組む 

  ④ 災害発生時の統括保健師の役割を明確化し、発災に備えて当該自治体

の体制整備に関与する 

 

  本市は統括保健師が配置されて間もないですが、期待される役割を果たす

ことができるよう、リーダーシップやマネジメントを発揮できる仕組みや、

新任期、中堅期、管理期各期の保健師が、統括保健師の活動を理解し、支える

体制を整える必要があります。 
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資料編 

１ 市民の健康をめぐる状況～健康かわごえ推進プラン（第３次）より転載～ 
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２ 保健活動の変遷 

（１）保健師配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健師の職階別配置状況（2024（令和6）年4月1日現在）

勤務場所 人数

課

長

級

以

上

副

課

長

級

副

主

幹

級

主

査

・

主

任

技

師

・

保

健

師

総務部 職員課 本庁 3 1 1 1

本庁 3 1 1 1

福祉相談センター 2 2

介護保険課 本庁 4 1 1 2

こども家庭課 本庁 2 2

総合保健センター 17 1 2 6 8

福祉相談センター 1 1

療育支援課 児童発達支援センター 2 1 1

国民健康保険課 本庁 1 1

高齢・障害医療課 本庁 2 1 1

保健所 保健所 1 1

保健総務課 保健所 2 1 1

保健予防課 保健所 13 1 1 8 3

健康管理課 総合保健センター 4 1 2 1

健康づくり支援課 総合保健センター 13 1 1 1 5 5

保健医療部付 後期高齢者広域連合 1 1

71 4 9 7 32 19合計

（単位：人）

所属

地域包括ケア推進課

母子保健課

福祉部

こども未来部

保健医療部
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